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年金加入記録照会票

★訂正がある場合

（記載されていない加入期間がある、記載内容に誤りがあるなど）

同封の「年金加入記録照会票」に

必要事項をご記入いただき「確認は

がきiを切り取らず“訂正がある”を
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∴∴∴∴． 〈注）「年金加入糊寮金剛＝書ききれない掴まお手数ですが別途便せん簿ここ記入くださいっ氏名 ����������○年金加入記録照会票」に年 金証書を添えてお近くの社 
会保険事務所でお手続きくだ 

さい。 ���してください。　雷　雲 

○社会保険事務所へ来所で きない場合は「ねんきん特別 便専用ダイヤル」へご連絡く ��� �∴ 

★訂正がない場合 

（年金受給者・現役加入者とも） ��������� �ださい（郵送による手続き方 

同封の「年金加入記録照会票」から「瞳護送挫き＿l ��������� �法などをご案内します）。 
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14　社会保険庁による掲査■確認　　　　i 

† �� �† 
社会保険事務所で記録の ���社会保険庁で記録の調査 

確認を行い、年金額の変更 ���を行い、その結果を改めて 
だ ��������� �となる場合は、年金額の改 定手続きを行います。 ���お知らせします。 

l �� �l 
5　記録の統合（確認完了） 

間合先　大月社会保険事務所　℡（22）3811

ねんきん特別便専用ダイヤル　℡0570（058）555　　IP電話・PHSダイヤル　℡03（6700）1144

※ご利用時間は同封書類でご確認をお願いします。

※一般の年金相談は「ねんきんダイヤル」℡0570（05）1165

（注）「ねんきん特別便」に関して、ATMの操作をお願いすることはありません。
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